
遺言者

遺言書ほかんガルー

※添付書類の一つとして
利用できます。

法務局
（遺言書保管所）

法定相続人
受遺者
遺言執行者

登記所
銀行等

相続登記の申請
銀行預金の払戻

等

※本通知を受けた方も
➃の証明書の請求が
可能です。

請求

交付

通知

通知

利用

申請

法務局が遺言者の死亡を確認した時、
あらかじめ指定された方に遺言書保管の旨を通知

どなたか1名が初めて法務局で遺言書の内容を確認し
た時、他の法定相続人等に遺言書保管の旨を通知

死亡

遺言者の希望が
ある場合に通知

①遺言書作成

②保管申請

③指定者通知

④遺言書情報証明書の請求、交付

⑥長期間保管

⑤関係遺言書保管通知

遺言書の内容の証明書（遺言書の画像付き）

遺言書原本：死亡後50年間保管
遺言書画像データ：死亡後150年間保管

・変更届出
（遺言者等の住所変更等）
・撤回届出
（保管申請の撤回）
・遺言書の閲覧

・遺言書保管事実証明
書の請求、交付
（遺言書の保管の有無
が確認できる証明書）

・遺言書の閲覧


